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国土交通省都市局公園緑地・景観課公園利用推進官　野村　亘

ARK-PFI の最近の動向についてP
特集 ◦ まちづくりと官民連携／まちづくりに役立つ金融支援

１．Park-PFI の活用の現状
都市公園における民間事業者等のノウハウを活用した

魅力向上の取組みとしては、大阪市の大阪城公園や名古
屋市の名城公園（新都市第 71 巻第 12 号「大阪城 PMO
事業について」、「名古屋市公園経営基本方針に基づく民
間活力導入の取り組み」参照）等、大都市の事例が代表と
して取り上げられることが多くなっています。そのため
か、大都市だからこそ成立する取組みではないかという

ご意見をいただくこともありますが、沼津市の愛鷹運動
公園の市立少年自然の家をリニューアルした INN THE 
PARK や、直近でも越前市の武生中央公園のスターバッ
クスコーヒー、富士市の中央公園のタリーズコーヒーの
オープン等、大都市圏に限らず全国的な広がりを見せて
います。昨年の都市公園法の改正により創設された都市
公園における公募設置管理制度（以下「Park-PFI」とい
う。Park-PFI の制度については新都市第 71 巻第 12 号

「都市公園における官民連携」参照）は、このような流れ

表　Park-PFI の活用実績（平成 30 年 10 月時点）

事業名
公園名

公園面積 (ha) 公募対象公園施設 特定公園施設 
　/　整備費の公共負担公園管理者

① 勝山公園鴎外橋西側橋詰広場施設整
備事業

勝山公園
20.1 飲食・物販等の便益施設 公募対象公園施設周辺外構 / 有

北九州市

② （仮称）造幣局地区防災公園における
便益施設等の公募設置等事業

造幣局跡地防災公園
1.7 便益施設、休養施設、遊戯

施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無
豊島区

③ 久屋大通公園（北エリア・テレビ塔エ
リア）整備運営事業

久屋大通公園 5.5
※北エリア・テレビ塔エリア

飲食・売店等の収益施設 テレビ塔等を除く公園（北エリア・テ
レビ塔エリア）全体 / 有名古屋市

④ 平成記念公園宿泊施設整備事業
平成記念公園

107.7 宿泊施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無
岐阜県

⑤ 福岡県営天神中央公園西中州エリア
再整備事業

天神中央公園
3.1 便益施設 休養施設 / 無

福岡県

⑥ 木伏緑地公衆用トイレ整備事業
木伏緑地

0.4 限定無し 公衆用トイレ / 有
盛岡市

⑦ 榴岡公園（旧レストハウスエリア）整
備・管理事業者募集事業

榴岡公園
11.3 飲食施設（便益施設）等 公募対象公園施設周辺外構 / 有

仙台市

⑧ 花の拠点における宿泊施設等整備事
業

漁川河川緑地 8.6
※花の拠点エリア

宿泊施設 公募対象公園施設周辺外構 / 無
恵庭市

⑨ 新宿中央公園芝生広場における交流
拠点施設整備事業

新宿中央公園
8.8 限定無し 限定無し / 無

新宿区

⑩ 別府公園東駐車場収益施設等整備運
営事業

別府公園
27.3 便益施設 駐車場、芝生広場 / 無

別府市

⑪ 加治屋まちの杜公園（仮称）民間活用
エリア整備運営等事業

加治屋まちの杜公園（仮称）
1.4 飲食、物販施設（便益施設）、

駐車場
公募対象公園施設周辺の園路・広場・
植栽等 / 無鹿児島市

⑫ 淡路地区海岸ゾーン Park-PFI 事業
国営明石海峡公園淡路地区 1.1

※民活エリア

便益施設、休養施設、遊戯
施設等

民活エリア内の賑わいの創出等貢献
する施設 / 無国土交通省近畿地方整備局
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を背景として、全国の 100 を超える公園管理者において
具体の公園を対象に制度活用が検討されています（平成
30 年９月末時点　国土交通省調べ）。

本稿執筆時点では、11 公園で公募設置等指針が公表さ
れ、うち６公園で選定事業者が決定しています。各事業
の事業規模・特性は表のとおりです。傾向をみると、
・ 収益施設の設置により公園の魅力向上を図る事業（民

間事業者は収益施設設置にあわせて、外構やトイレ等
の比較的小規模な施設を整備）表の①、④、⑥、⑦、
⑩、⑫

・ 公園の新設や全体／一部のリニューアルに合わせた収
益施設の設置により魅力向上を図る事業：表の②、③、
⑤、⑧、⑨、⑪

が同数と、飲食店等の設置による既設公園の賑わい創出
を目的とするもののみならず、公園管理者による公園整
備や再整備の効果を高めるために活用される事例も多く
みられます。

２．Park-PFI活用ガイドラインの改定
国土交通省では、公園管理者が Park-PFI の活用に当

たっての留意点や想定される手続きについて、「都市公園
法運用指針」及び「都市公園の質の向上に向けた Park-
PFI 活用ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）

で示すとともに、公募設置等指針の雛形や Park-PFI に
係る協定等の考え方を公表し、制度活用の支援を行って
います。ガイドラインについては、平成 29 年度におけ
る実際の制度活用における疑問点や、サウンディングの
実績等を踏まえ、平成 30 年８月に改正をしました。主
な改正点は以下のとおりです。
・ 休養施設等に該当しない公募対象公園施設のみで条例

に定めた公募対象公園施設の建蔽率に達する場合にお
いて、高い開放性を有する建築物や仮設公園施設の建
蔽率に関する特例を活用するためには、別途条例に定
める必要がある旨を記載（図１）。

・ Park-PFI で整備された特定公園施設については、公募
対象公園施設と一体となった質の高い維持管理を促す
ため、認定計画提出者が維持管理を行うことを基本と
する旨を記載。

・ マーケットサウンディングについて、公募により実施
する場合と、任意に選定した事業者等を対象に実施す
る場合の、メリットと留意点を記載。

・ マーケットサウンディングにおいて公園管理者が示す
ことが望ましい情報を記載。

・ 利便増進施設として設置する看板、広告塔について、
都市公園は屋外広告物の表示等が認められない禁止地
域等とされていることが想定されることへの対応とし
て、エリアマネジメント活動の推進の観点から屋外広

（令６⑥）

カフェ
（公募対象
公園施設）

８％

（令６②）

休憩所
（休養施設）

４％

（令６⑤）

仮設テント

２％

（令６④）

屋根付き広場
10％

特例 ＋２％ 仮設公園施設 (令６⑤)
特例 ＋10％

(令６④)

通常建蔽率 ２％ 公園施設として設けられる建築物 (法４①本文)

(令６⑥)

公募対象公園施設※

（休養施設等に

該当しないもの）

最大34%

(令６②)(令６③)

・休養施設、運動施設、
教養施設
・災害応急対策に必要な施設
・都道府県立自然公園の
ための施設

教養・文化施設で

・文化財保護法
に基づき指定された建築物

・景観法に基づき指定された
建築物
・歴史まちづくり法に基づき
指定された建築物 特例 ＋10％

特例 ＋20％

特例 ＋10％

最大12%*

屋根付広場等高い開放性を有する建築物

合計で+10%までの範囲で併用可

※公募対象公園施設のうち、休養施設等に該当するものは、令6②を適用
*休養施設等に該当しない公募対象公園施設のみが設けられる場合に、条例で、公募対象公園

施設について上乗せされた建蔽率に、高い開放性を有する建築物に係る建蔽率 及び仮設公
園施設に係る建蔽率をさらに上乗せすることも可能。

適用例

休養施設等に係る建蔽率への上乗せ分に
より、屋根付き広場や仮設テントを設置可

休養施設等に該当しない公募対象公園施設
の建蔽率のみで12%に達する場合、屋根付
き広場や仮設テントの設置は不可

別途、条例で定めることにより、上乗せ可

（令６⑥）

カフェ
（公募対象公園施設）

１２％

（令６⑤）

仮設テント

２％
（令６④）

屋根付き広場

10％

最大24%

*条例で
上乗せ可

→条例により

注：数値はすべて参酌基準

図 1　公募対象公園施設の建蔽率について
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告物規制の弾力化を図るための屋外広告物条例ガイド
ラインの改正内容を記載。

・ 複数の事業者がグループとして公募設置等計画を提出
し、認定計画提出者と公募対象公園施設の設置管理者
が異なる場合において、設置管理許可の申請を行おう
とする者は、都市公園法第５条の８に基づきにおける
地位の承継の手続きを経る旨を記載。

・ 特定公園施設の整備に当たり官民連携賑わい拠点事業
を活用する場合、地方財政措置として、公共事業債を
活用することができる旨を記載。

・ 特定公園施設を長期にわたり管理運営する場合、公園
管理者は、当該特定公園施設の建設に要した経費につ
いて債務負担行為を設定し、管理運営期間にわたって
支出することも考えられるが、当該債務負担行為を設
定する上では、当該 Park-PFI 事業が PFI 事業に準じた
ものであることが前提となるため、事業スキームの検
討にあたり総務省自治財政局に確認すべき旨を記載。

・ 一の公園の整備において PFI と Park-PFI を併用する
場合は、PFI としての事業範囲と Park-PFI としての事
業範囲を区分して公募することが想定されること、そ
の場合、PFI と Park-PFI で最長期間が異なる設置管理
許可期間の特例の活用についての整理が必要な旨を記
載（Q&A 集）。

・ 公募対象公園施設の設置管理許可の期間について、公
募対象公園施設の工事の期間を考慮した場合、認定公
募設置等計画の有効期間（最大 20 年）よりも短くな
るが、認定の有効期間については、公園管理者が公募
設置等計画の認定をした日とは別途、認定した日以降
に開始となる期間を定めることは可能である旨を記載

（Q&A 集）（図２参照）。

３．サウンディングの実施
地方公共団体は、一般に収益施設の公募に関するノウ

ハウに乏しいことから、Park-PFI の活用検討に当たり実
施する民間事業者の事業参入意向を把握するためのサウ
ンディングについて、効果的な民間事業者の選定や、ど

のように多くの企業へ情報を周知するか、といった点に
苦慮しているという話を伺います。特に地方都市におい
ては、一般に大都市に比べて民間事業者の参入可能性が
低くなることから、有益な情報を得られる見込みを持て
ない等の戸惑いが見られます。

（ブロックプラットフォーム）
このような課題は PPP/PFI 一般に共通するものです

が、内閣府と国土交通省で取り組んでいる「ブロックプ
ラットフォーム」を活用し、民間事業者への情報周知に
関する負担を軽減することが可能です。平成 30 年度は、
全国７つのブロックプラットフォーム（北海道、東北、
関東、中部、近畿、中国、九州・沖縄）においてサウン
ディングが開催され、地方公共団体が検討中の都市公園
やその他の公共施設の利活用等に関する事業（全国で 83
事業）について、市場性の有無や実現性の高い事業ス
キームについて意見交換がなされました。サウンディン
グは、事業検討の段階に応じて実施することが有効であ
り、ブロックプラットフォームを活用し、情報交換を進
めることが期待されます。

（Park-PFI 推進支援ネットワーク）
都市公園の官民連携に特化したプラットフォームとし

ては、（一社）日本公園緑地協会による、Park-PFI に係る
地方公共団体と民間事業者等の情報の一元的な収集・発
信、地方公共団体と取組意向のある民間事業者とのマッ
チング機会の創出、事業の実現化に寄与することを目的
とした「Park-PFI 推進支援ネットワーク（略称：PPnet）」
があります。PPnet の Web サイト（https://park-pfi.
com/）では、①サウンディング・公募情報、②地方公共
団体・民間事業者等情報、③講習会等の情報などが掲載
され、Web サイトの閲覧は無料登録制で、地方公共団体
545 団体、公益法人・民間事業者 217 社（銀行、ディベ
ロッパー、建設、造園、コンサルタント、製造販売、飲
食など）が登録（平成 30 年９月現在）されています。

PPnet には、地方公共団体から登録民間事業者に向け
た参画可能性調査があり、これを活用することで、地方

協議・設計 復回状原間期業営事工

当初の設置管理許可期間（最長10年） 設置管理許可の更新期間（10年未満）

認定公募設置等計画の有効期間（最長20年）

認定日

※認定の日とは別途、認定計画有効期間の
開始の日を設定することは可能

※原状回復は認定計画有効期間後
に実施する条件とすることも可能

図２　認定公募設置等計画の認定日と有効期間の関係
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公共団体が事業を計画する際に、発案前の案件について
登録民間事業者に対して参画の可能性や意見を収集する
ことができます。地方公共団体の担当者の負担軽減のた
め、登録民間事業者の担当者に直接連絡できるフォーム
が用意されています。また、民間事業者向けには、企業提
案・要望や実施希望公園なども含む Park-PFI の実現に向
けた具体的な提案を地方公共団体へ情報発信することを
想定し、地方公共団体への提案を掲載する機能を備えて
います。なお、情報の保護の観点から、当該機能の閲覧
は地方公共団体及び掲載企業のみと限定されています。

４．今後の展開
直近の都市公園における民間ノウハウの導入例を見る
と、都市公園整備や管理を担当する部局以外が公募を実
施する事例が見られます。これは、近年の社会経済情勢
の変化に対応した総合的なまちづくりの一環として都市
公園のマネジメントに取り組むべきという、「新たなス
テージに向けた緑とオープンスペース政策の展開につい
て（新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園
等のあり方検討会最終とりまとめ）（平成 28 年５月）」に
も沿った動きと見ることができます。
このような観点に加えて、公園管理者が自ら管理する
公園ストック全体を持続的なものとする観点から、公園
の新たな利用や維持管理の財源確保を意図して、民間ノ
ウハウの活用に取り組むことも期待されます。名古屋市
の名城公園における収益施設の公募の取組みが、緑の基
本計画の改定及び公園経営基本方針の策定という、市内
の公園ストック全体を対象とした今後の在り方の検討を
経て実施（新都市第 71 巻第 12 号参照）されているよ
うに、公園管理者が公園の今後の方向性を明示すること
で、公と民の適切な役割分担の下で、取組を力強く推進
することが可能となります。
また、都市公園における民間ノウハウの活用に当たっ
ては、公園管理者と指定管理者の新たな役割分担を考え
ていくことも期待されます。都市公園の民間活用は比較
的大規模な公園において実施されることが多い中、西東
京市では、指定管理者の選定や「西東京市公園配置計画」

の策定により、小規模な公園にも民間事業者のノウハウ
も活用した公園のサービス向上に取り組んでいます。具
体的には、西東京いこいの森及び周辺の約 50 の市立公
園の維持管理を一括して行う指定管理者を募集し、条件
の一つとして、市民やボランティア等との協働事業を提
示することにより、民間事業者の柔軟な発想・企画力を
活かした公園管理に取り組んでいます。また、「西東京
市公園配置計画」では、「３つの視点（１．「健康」応援
都市における公園づくり、２．公園の活用、３．公園整
備・維持管理における財政確保）」、「３つの方向性（１．
公園の適正配置、２．地域コミュニティの醸成、３．公
園ボランティアや民間活力の活用）」から、公園づくりの
基本方針を設定し、基本方針毎に施策を示しています。
その中では、比較的大きな公園における Park-PFI の導
入と、そこから得られる収入を、その他の公園管理にも
活用されるような方向性が示されています。
Park-PFI の選定事業者と指定管理者の関係について
は、新規の公園整備や大規模な公園リニューアルの場合
は一連の公募の中で一体的に実施する事例（表中の②、
③）や公園全体の清掃を選定事業者の業務とする事例（表
中の⑪）が見られますが、既存の公園の場合でも互いの
ノウハウを最大限に活かせるよう公園管理者が適切な公
募条件を設定するとともに、事業実施後もフォローして
いくことが望まれます。
冒頭で述べたように Park-PFI の活用が全国的な広が
りを見せる中で、特に立地等から事業性に劣る公園を対
象に制度活用の検討を進める場合、公園にカフェが設置
されれば目的が達成されると考え、民間事業者からの収
益性への懸念の声に苦悩する公園管理者も見られます。
しかしながら、Park-PFI を含む民間事業者との連携は、
公園管理者の財政制約がより厳しくなる中で、民間事業
者の設置する施設からの収益を財源として、あるいは公
園の管理運営を通じた民間のノウハウの発揮により、い
かに都市公園のストックを魅力的かつ持続的なものにし
ていくかという観点を持って取り組むべきものであり、
制度活用に当たって更なる創意工夫がなされるよう、国
土交通省としても情報発信に取り組んでいきます。
（のむら　わたる）
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